
二
十
一
の
六

特
定
特
殊
自
動

車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に
関

す
る
法
律(

平
成
十
七
年
法

律
第
五
十
一
号
。
以
下
こ
の

項
中

｢

法｣

と
い
う
。)

の

施
行
に
関
す
る
事
務

号

外�四十
平

成
二
十
九
年

四

月

一

日

１

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
技
術
基
準
に
適
合

さ
せ
る
た
め
の
整
備
を
命
ず
る
こ
と
。

２

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
導
及
び
助
言

を
す
る
こ
と
。

３

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
せ
る
こ

と
。

４

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
所
属
職
員
に
立
入

検
査
又
は
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
。

目

次

規

則

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
五
号

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
一
の
項
第
四
号
中｢

及
び
現
代
陶
芸
美
術
館｣

を｢

、
現
代
陶
芸
美
術
館
、
図
書
館
及
び

博
物
館｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
県
事
務
所
長
の
部
八
の
項
及
び
九
の
項
中｢

環
境
生
活
政
策
課｣

の
下
に｢

、
環
境
企
画

課｣

を
加
え
、｢

、
環
境
管
理
課
及
び
自
然
環
境
保
全
課｣

を｢

及
び
環
境
管
理
課｣

に
改
め
、
同
部

二
十
一
の
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
県
事
務
所
長
の
部
二
十
三
の
項
第
四
号
中｢

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設｣

の
下
に｢

又
は
産

( ) 平成29年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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翌
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三
十
六

地
域
の
自
主
性
及
び

自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改

革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律(

平
成
二
十
八
年
法
律
第

四
十
七
号)

附
則
第
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
工
場
立
地
法(

昭

和
三
十
四
年
法
律
第
二
十
四

号
。
以
下
こ
の
項
中｢

旧
法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す

る
事
務(

中
濃
県
事
務
所
長
、

東
濃
県
事
務
所
長
及
び
恵
那

県
事
務
所
長
を
除
く
。)

１

旧
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勧
告
を
行
う
こ
と
。

２

旧
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勧
告
に
係
る
事
項

の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
。

３

旧
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
の
制
限
の

期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
。

業
廃
棄
物
処
理
施
設｣

を
、｢

(

一
般
廃
棄
物｣

の
下
に｢

又
は
産
業
廃
棄
物｣

を
加
え
、
同
項
第
五

号
中｢
一
般
廃
棄
物｣

の
下
に｢

又
は
産
業
廃
棄
物｣

を
加
え
、
同
項
第
十
四
号
中｢

一
般
廃
棄
物
処

理
施
設｣
の
下
に｢

又
は
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設｣

を
加
え
、
同
項
第
三
十
八
号
中｢

第
十
五
条
の
二

第
五
項｣

の
下
に｢(

法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

を
加
え
、

同
項
第
六
十
四
号
中｢
廃
止
の｣

の
下
に｢

確
認
の｣

を
加
え
、
同
部
二
十
四
の
項
第
十
三
号
中｢

産

業
廃
棄
物
ア
セ
ス
メ
ン
ト｣

の
下
に｢

の
結
果
の｣

を
加
え
、
同
項
第
十
四
号
中｢

産
業
廃
棄
物
ア
セ

ス
メ
ン
ト
結
果｣

を｢

の
発
生
量
等
の｣

に
改
め
、
同
部
三
十
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
県
事
務
所
長
の
部
四
十
三
の
項
第
十
九
号
中｢

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設｣
を｢
児
童

心
理
治
療
施
設｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
県
税
事
務
所
長
及
び
自
動
車
税
事
務
所
長
の
部
中｢

及
び
自
動
車
税
事
務
所
長｣

を
削
り
、

同
表
保
健
所
長
の
部
十
八
の
項
中｢

関
保
健
所
長
、
可
茂
保
健
所
長
及
び｣

を
削
り
、
同
部
三
十
五
の

項
中｢

と
い
う
。)｣

の
下
に｢

及
び
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

昭
和

二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
中｢

施
行
令｣

と
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
項
中
第
十
三

号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
中｢

を
交
付
す
る｣

を｢

の
交
付
申
請
に
係
る
決
定
及
び
交

付
を
行
う｣

に
改
め
、｢

除
く｣

の
下
に｢

。
以
下
次
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
及
び
第
二
十
四
号
か

ら
第
二
十
九
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
五

号
を
加
え
る
。

18

法
第
四
十
五
条
第
三
項(

同
条
第
五
項
及
び
法
第
四
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
の
状
態
に
な
い
と
認
め
た
旨
の
通
知
を
す
る
こ
と
。

19

法
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
認
定
す
る
こ
と
。

20

法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
並
び
に
施
行
令
第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
返
還
を
受
け
る
こ
と
。

21

法
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
返
還
を
命
ず
る
こ

と
。

22

法
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
精
神
保
健
指
定
医
に
診
察
さ
せ
る
こ
と
。

別
表
第
三
保
健
所
長
の
部
三
十
五
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
五
号
と
し
、

第
九
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

14

法
第
三
十
八
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
科
病
院
の
管
理
者
、
精
神
科
病
院
に
入
院
中

の
者
又
は
法
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
に
つ
い
て
同

意
し
た
者
に
対
し
、
報
告
を
求
め
、
又
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
ず
る
こ
と
。

別
表
第
三
保
健
所
長
の
部
三
十
五
の
項
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え

る
。11

法
第
三
十
八
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
が
必
要
で
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者
を
退
院
さ

せ
、
又
は
精
神
科
病
院
の
管
理
者
に
対
し
そ
の
者
を
退
院
さ
せ
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

12

法
第
三
十
八
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
が
必
要
で
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者
を
退
院
さ

せ
、
又
は
精
神
科
病
院
の
管
理
者
に
対
し
そ
の
者
を
退
院
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
若
し
く
は
そ
の
者

の
処
遇
の
改
善
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

別
表
第
三
保
健
所
長
の
部
三
十
五
の
項
中
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
五

号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

７

法
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
動
の
制
限
を
行
う
こ
と
。

別
表
第
三
保
健
所
長
の
部
三
十
五
の
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

５

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
措
置
を
と
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
保
健
所
長
の
部
三
十
五
の
項
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

24

施
行
令
第
七
条
第
一
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
交
付
台
帳
を

調
整
す
る
こ
と
。

25

施
行
令
第
七
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

26

施
行
令
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
な
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
交
付
す
る
こ
と
。

27

施
行
令
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
先
に
交
付
し
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
と
引
換
え
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に
新
た
な
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
交
付
す
る
こ
と
。

28

施
行
令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
先
に
交
付
し
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
と
引
換
え

に
新
た
な
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
交
付
す
る
こ
と
。

29

施
行
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
再
交
付
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
保
健
所
長
の
部
三
十
八
の
項
第
三
号
中｢

含
む
。)｣

の
下
に｢

、
第
五
十
一
条
の
三
第
一

項
、
第
五
十
一
条
の
二
十
七
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項｣

を
、｢

こ
と｣

の
下
に｢(

県

立
施
設
を
除
く
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
加
え
、
同
項
中

第
九
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中｢

第
五
十
七
条｣

を｢

第
五

十
七
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

12

法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
。

別
表
第
三
保
健
所
長
の
部
三
十
八
の
項
第
六
号
中｢

第
五
十
六
条｣

を｢

第
五
十
六
条
第
二
項｣

に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

10

法
第
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
っ
た
場
合
に
、
医
療
受

給
者
証
に
当
該
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
保
健
所
長
の
部
三
十
八
の
項
第
五
号
中｢

第
五
十
四
条｣

を｢

第
五
十
四
条
第
一
項｣

に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

７

法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
中
か
ら
、
当
該
支
給
認
定

に
係
る
障
害
者
等
が
自
立
支
援
医
療
を
受
け
る
も
の
を
定
め
る
こ
と
。

８

法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
受
給
者
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
保
健
所
長
の
部
三
十
八
の
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

５

法
第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勧
告
す
る
こ

と
。

別
表
第
三
岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
長
の
部
六
の
項
第
十
九
号
中｢

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設｣
を

｢

児
童
心
理
治
療
施
設｣

に
改
め
、
同
表
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部
一
の
項
中｢

い
う
。)｣

の
下
に｢

及
び
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

以
下
こ
の
項
中｢

施
行
令｣

と
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
八
号
中｢

第
四
十
五
条｣

を｢

第
四
十
五
条
第
二
項｣

に
改
め
、｢

限

る｣

の
下
に｢

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ｣

を
加
え
、
同
項
に
次
の
十
一
号
を
加
え
る
。

９

法
第
四
十
五
条
第
三
項(

同
条
第
五
項
及
び
法
第
四
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
の
状
態
に
な
い
と
認
め
た
旨
の
通
知
を
す
る
こ
と
。

10

法
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
認
定
す
る
こ
と
。

11

法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
並
び
に
施
行
令
第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
返
還
を
受
け
る
こ
と
。

12

法
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
返
還
を
命
ず
る
こ

と
。

13

法
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
精
神
保
健
指
定
医
に
診
察
さ
せ
る
こ
と
。

14

施
行
令
第
七
条
第
一
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
交
付
台
帳
を

調
整
す
る
こ
と
。

15

施
行
令
第
七
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

16

施
行
令
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
旧
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
こ
と
及
び
新

た
な
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
交
付
す
る
こ
と
。

17

施
行
令
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
先
に
交
付
し
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
と
引
換
え

に
新
た
な
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
交
付
す
る
こ
と
。

18

施
行
令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
先
に
交
付
し
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
と
引
換
え

に
新
た
な
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
交
付
す
る
こ
と
。

19

施
行
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
再
交
付
を
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部
二
の
項
第
一
号
中｢

第
五
十
四
条｣

を｢

第
五
十
四

条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
中
第
五
号
を
第
九
号
と
し
、
第
四
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中

｢

第
五
十
七
条｣

を｢

第
五
十
七
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

７

法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
。

別
表
第
三
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部
二
の
項
第
二
号
中｢

第
五
十
六
条｣

を｢

第
五
十
六

条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

５

法
第
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
っ
た
場
合
に
、
医
療
受

給
者
証
に
当
該
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部
二
の
項
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

２

法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
中
か
ら
、
当
該
支
給
認
定

に
係
る
障
害
者
等
が
自
立
支
援
医
療
を
受
け
る
も
の
を
定
め
る
こ
と
。

３

法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
受
給
者
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部
一
の
項
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
十
六

号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の

二
号
を
加
え
る
。

17

法
第
三
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
児
童
の
一
時
保
護
を
行
わ
せ
、
又
は
一
時
保
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三

削
除

十
六

削
除

護
の
委
託
を
す
る
こ
と
。

18

法
第
三
十
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
延
長
者
の
一
時
保
護
を
行
わ
せ
、
又
は
一
時
保
護

の
委
託
を
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部
一
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
を

第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

13

法
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
者
へ
の
措
置
を
採
る
こ
と
。

別
表
第
三
農
林
事
務
所
長
の
部
三
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま

で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

９

法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
休
眠

農
事
組
合
法
人
が
事
業
を
廃
止
し
て
い
な
い
旨
の
届
出
を
す
べ
き
旨
を
公
告
す
る
こ
と
及
び
当
該

法
人
か
ら
事
業
を
廃
止
し
て
い
な
い
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

10

法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
農
林
事
務
所
長
の
部
十
二
の
項
第
一
号
中｢
第
十
条｣

を｢

第
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

第
十
九
条｣

を｢

第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
三
項｣

に
改
め
、
同
号
第
三

号
中｢

第
二
十
四
条｣

を｢

第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項｣
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢(

法
第

百
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

を
削
り
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を

第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中｢

及
び
第
百
九
条｣

を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

５

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
森
林
経
営
規
程
の
設
定
等
の
承
認
を

す
る
こ
と
。

別
表
第
三
土
木
事
務
所
長
の
部
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
土
木
事
務
所
長
の
部
六
の
項
第
九
号
中｢

第
十
一
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号｣

を｢

第

十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
四
号
、
第
四
十
号
及
び
第
四
十
四
号｣

に
改
め
、

同
部
十
五
の
項
第
十
号
中｢

第
三
十
一
条｣

を｢

第
三
十
一
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中

｢

第
三
項｣

を｢

第
四
項｣

に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中｢

第
三
十
五
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号｣

を

｢

第
三
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号｣

に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中

｢

第
三
十
六
条
第
三
項｣

を

｢

第
三
十
六
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
中｢

第
三
十
七
条｣

を｢

第
三
十
七
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
項
第
十
六
号
中｢

第
三
十
八
条｣

を｢

第
三
十
八
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
部
十
九
の
項

第
二
号
を
削
る
。

別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
二
の
項
第
八
号
中｢

承
認｣

を｢

認
定｣

に
改
め
、
同
項
中
第
八
十

一
号
を
第
八
十
二
号
と
し
、
第
六
十
五
号
か
ら
第
八
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
十
四
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

65

施
行
令
第
百
三
十
七
条
の
十
六
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
の
移
転
が
交
通
上
、
安
全
上
、

防
火
上
、
避
難
上
、
衛
生
上
及
び
市
街
地
の
環
境
の
保
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
。

別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
三
の
項
中

｢

法｣

と
い
う
。)｣

の
下
に

｢

、
都
市
計
画
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
中｢

施
行
令｣

と
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
項
中

第
二
十
五
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
二
十
三
号
を
第
二
十
五
号

と
し
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

24

施
行
令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
三
号
ホ
の
開
発
審
査
会
へ
の
付
議
を
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
三
の
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
二
十

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
号
中｢

第
四
号｣

を｢

第
五
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

２

法
第
三
十
四
条
第
十
四
号
の
開
発
審
査
会
へ
の
付
議
を
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
十
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
十
九
の
項
中｢

い
う
。)｣

の
下
に｢

及
び
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
二
十
四
年
省
令
第
八
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
中｢

規
則｣

と
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

８

規
則
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
二
十
の
項
中｢

い
う
。)｣

の
下
に｢

及
び
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
二
十
八
年
省
令
第
五
号
。
以
下
こ
の
項
中｢

規
則｣

と
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
項
中
第
九
号
及
び
第
十
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
一
号

か
ら
第
七
号
ま
で
を
十
八
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
と
し
て
、
次
の
十

八
号
を
加
え
る
。

１

法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
の
設
計
、
施
工
及
び
維
持
保
全
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
必
要

な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
。

２

法
第
十
二
条
第
三
項
又
は
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適

合
性
判
定
の
結
果
を
記
載
し
た
通
知
書
を
交
付
す
る
こ
と
。
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博
物
館
長

図
書
館
長

一

都
市
公
園
法(

昭

和
三
十
一
年
法
律
第

七
十
九
号
。
以
下
こ

の
項
中｢

法｣

と
い

う
。)

及
び
岐
阜
県

都
市
公
園
条
例(

昭

和
三
十
七
年
岐
阜
県

条
例
第
四
十
一
号
。

以
下
こ
の
項
中｢

条

例｣

と
い
う
。)

の

施
行
に
関
す
る
事
務

一

岐
阜
県
図
書
館
条

例(

平
成
二
十
三
年

岐
阜
県
条
例
第
四
十

号
。
以
下
こ
の
項
中

｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務

１

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜
県

百
年
公
園(

博
物
館
に
係
る
区
域
に
限
る
。
第

三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。)

に

お
け
る
公
園
施
設(

法
第
二
条
第
二
項
第
七
号

に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。)

の
設
置
等
の
許
可

又
は
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

２

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
号

の
許
可
に
係
る
監
督
処
分
を
行
う
こ
と
。

３

条
例
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
岐
阜
県
百
年
公
園
に
お
け
る
行
為
の
制
限

の
許
可
又
は
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

４

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
百
年
公

園
の
利
用
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
。

１

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
使
用
料
の
前
納
の
特
例
を
承
認
す
る
こ
と
。

２

条
例
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
使
用
料
を
返
還
す
る
こ
と
。

３

条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料

を
免
除
す
る
こ
と
。

３

法
第
十
二
条
第
四
項
又
は
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
期
間
を
延
長
す
る
旨
及
び
そ
の
延

長
す
る
期
間
並
び
に
そ
の
期
間
を
延
長
す
る
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

４

法
第
十
二
条
第
五
項
又
は
第
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基

準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
を

交
付
す
る
こ
と
。

５

法
第
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
確
保

計
画
に
係
る
通
知
を
受
け
る
こ
と
。

６

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

７

法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
違
反
し
て
い
る
旨
を
通
知
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き

こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
。

８

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
写
し
の
送
付

を
受
け
る
こ
と
。

９

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
。

10

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

11

法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
と
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
。

12

法
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ

せ
、
又
は
所
属
職
員
に
立
入
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
。

13

法
第
十
七
条
第
二
項(

法
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

14

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
確
保
の
た
め
の
構
造

及
び
設
備
に
関
す
る
計
画
に
係
る
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

15

法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
号
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
届
出
に
係
る
変
更

等
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
。

16

法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
号
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
正
当
な
理
由
な
く
従
わ
な
か
っ

た
場
合
に
、
そ
の
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

17

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
確
保
の
た
め
の
構
造

及
び
設
備
に
関
す
る
計
画
に
係
る
通
知
を
受
け
る
こ
と
。

18

法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
等
の
機
関
の
長
に
対
し
、
と
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
協

議
を
求
め
る
こ
と
。

別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
二
十
の
項
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

27

法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
確
保
の
た
め
の
構

造
及
び
設
備
に
関
す
る
計
画
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

28

法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
号
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
届
出
に
係
る
計

画
の
変
更
等
を
指
示
す
る
こ
と
。

29

法
附
則
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
前
号
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
正
当
な
理
由
な
く
従
わ
な

か
っ
た
場
合
に
、
そ
の
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

30

法
附
則
第
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
確
保
の
た
め
の
構

造
及
び
設
備
に
関
す
る
計
画
の
通
知
を
受
け
る
こ
と
。

31

法
附
則
第
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
国
等
の
機
関
の
長
に
対
し
、
と
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て

協
議
を
求
め
る
こ
と
。

32

法
附
則
第
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
せ
、
又
は
所
属
職
員
に
立
入
検
査
を
さ
せ
る
こ

と
。

33

規
則
第
十
一
条
又
は
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
証
明
書
を
交
付
す
る

こ
と
。

別
表
第
三
現
代
陶
芸
美
術
館
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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高
山
陣
屋
管
理

事
務
所
長

一

岐
阜
県
高
山
陣
屋

入
場
料
徴
収
条
例

(

昭
和
五
十
五
年
岐

阜
県
条
例
第
十
二
号
。

以
下
こ
の
項
中｢

条

例｣

と
い
う
。)

の

施
行
に
関
す
る
事
務

二

岐
阜
県
博
物
館
条

例(

昭
和
五
十
一
年

岐
阜
県
条
例
第
八
号
。

以
下
こ
の
項
中｢
条

例｣

と
い
う
。)

の

施
行
に
関
す
る
事
務

１

条
例
第
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
入
場
料
の
前
納
の
特
例
を
承
認
す
る
こ
と
。

２

条
例
第
二
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
入
場
料
を
返
還
す
る
こ
と
。

３

条
例
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
入
場
料

を
減
免
す
る
こ
と
。

１

条
例
第
六
条
第
四
項
た
だ
し
書(

条
例
第
七

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
入
館
料
の
前
納
の
特
例
を
承
認

す
る
こ
と
。

２

条
例
第
六
条
第
五
項
た
だ
し
書(

条
例
第
七

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
入
館
料
を
返
還
す
る
こ
と
。

３

条
例
第
六
条
第
六
項(

条
例
第
七
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定

に
よ
り
入
館
料
を
減
免
す
る
こ
と
。

５

条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県

百
年
公
園
の
利
用
を
許
可
す
る
こ
と
。

６

条
例
第
十
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
岐
阜
県
百
年
公
園
の
使
用
料
を
返
還
す
る
こ

と
。

７

条
例
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県

百
年
公
園
の
使
用
料
を
免
除
す
る
こ
と
。

８

条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
百
年

公
園
の
監
督
処
分
を
行
う
こ
と
。

別
表
第
三
流
域
浄
水
事
務
所
長
の
部
六
の
項
第
一
号
中｢

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項｣

を｢
第
二
十

六
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


